
【施設および冷暖房の使用料】

午　前
（９:００～
１２:００）

午　後
（１２:００～
１７:００）

夜　間
（１７:００～
２２:００）

延長使用
（１時間当たり）

多目的ホール（東） １,７７０円 ２,９７０円 ２,９７０円 ５９０円 ４１０円

多目的ホール（西） １,３８０円 ２,３１０円 ２,３１０円 ４６０円 ３１０円

多目的ホール（西）
（可動席使用）

４,０２０円 ６,７１０円 ７,８１０円 １,３４０円 ３１０円

多目的ホール（西）
(東）同時使用

２,７３０円 ４,５６０円 ４,５６０円 ９１０円 ７２０円

多目的ホール（西）
(東）同時使用
（可動席使用）

５,３７０円 ８,９６０円 １０,０６０円 １,７９０円 ７２０円

講師控室 ３３０円 ５５０円 ５５０円 １００円 １００円

交流室（１） ９９０円 １,６５０円 １,６５０円 ３３０円 ２１０円

交流室（２） ９９０円 １,６５０円 １,６５０円 ３３０円 ２１０円

交流室（１）（２）
同時使用

１,７７０円 ２,９７０円 ２,９７０円 ５９０円 ４１０円

交流室（３） ４５０円 ７７０円 ７７０円 １４０円 １５０円

交流室（４） ４５０円 ７７０円 ７７０円 １４０円 １５０円

交流室（３）（４）
同時使用

９００円 １,５４０円 １,５４０円 ２８０円 ２１０円

[令和２年４月から]

区　分

施設使用料
冷暖房
使用料

（１時間当たり）

備考
１　市内在住の者が非営利目的で使用する場合において、入場料を徴収するときの施設使用料は、上記の金
額の1.5倍の金額とする。
２　市内在住の者が営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額
の２倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の2.5倍の金額とする。
３　市外在住の者が非営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金
額の1.5倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の２倍の金額とする。
４　市外在住の者が営利目的で使用する場合において、入場料を徴収しないときの施設使用料は上記の金額
の2.5倍、徴収するときの施設使用料は上記の金額の３倍の金額とする。
５　施設の延長使用及び冷暖房使用の場合において、使用時間に１時間未満の端数が生じたときは、その端
数が30分以上のときは１時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。ただし、冷暖房使用の場合に
おいて、使用時間が１時間未満のときは、１時間とする。
６　使用料の額に10円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てる。


